
新見市教育委員会 ３月定例会 会議録 【 公 開 用 】   

 

 

１ 日  時   令和６年３月７日（木） 午後３時３０分から 

 

 

２ 場  所   新見市役所南庁舎 ３階会大議室 

 

 

３ 出席委員の職・氏名 

教 育 長    正 村 政 則 

職務代理者    松 井 健 一 

委   員    溝 尾 妙 子 

       委 員    長 谷 川   綾 

     委 員    三 上 ゆ み 

 

 

４ 欠席委員の職・氏名   なし 

 

 

５ 説明のため出席した者の職・氏名 

       教育部長        山 縣 晴 美 

教育総務課長      谷 本 隆 之 

学校教育課長      黒 川 一豊海 

生涯学習課長      木 下 正 雄 

教育総務課庶務係長   泉   朋 子 

 

 

６ 記  録 

午後３時３０分   着 席 

 

 

（令和６年３月７日（木）午後３時３０分から午後４時４５分） 
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１ 開  会  

 

２ 教育長あいさつ  

 

３ 前会会議録の承認  

谷本課長    （新見市教育委員会２月定例会会議録について、開催日時等を読み

上げて説明する。）  

 

正村教育長   前会会議録は承認と決します。  

 

４ 教育長報告  

正村教育長   （前会の教育委員会以降の主な行事、会議等について報告を行う。） 

  

 

５ 事務局報告  

各事務局員   （教育部長、生涯学習課長、学校教育課長、教育総務課長の順に報

告を行う。）  

 

 

６ 議 事  

議第７号 令和５年度末教職員人事異動の内申について  

正村教育長  それでは６の議事に移ります。  

議第７号につきましては、県の教職員の人事案件ですので、学校教

育課以外の事務局職員は、一時退席をお願いします。  

 

黒川課長  （山縣部長、谷本課長、木下課長、泉係長が退席した後、令和５年度

末教職員人事異動の内申について、資料に基づき非公開で審議をおこ

ない、承認となる。）  

 

 

議第８号 指定学校変更申請の承認について  

正村教育長  続いて、議第８号の説明お願いします。  

 

黒川課長  議第８号指定学校変更申請の承認について説明をさせていただき

ます。資料をご覧ください。  

今回、同一世帯から３件の申請が上がってきております。ナンバー

１とナンバー３の児童名は同じ名前になっておりますが、後程説明さ

せていただきます。  

実質、この２名につきましては、本来指定校が A 小学校、B 中学校

でございますが、家庭の事情で C 中学校区へ転居されましたが、卒

業するまで同じ学校で過ごしたい、中学校への進学は、姉が通う中学

校へという希望が出てございます。１番の児童につきましては、今現
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在、小学校６年生ですので、本来でしたら B 中学校への進学でござ

いますが、姉が通っている C 中学校へ、進学をしたいということで、

ナンバー１とナンバー３は同一人物ということでございます。  

なお事由の発生につきましては、２月９日からでありますが、申請

がこのたび提出されたため、変更期間の開始が２月９日になっており

ますことを知りおきいただきまして、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。  

 

木下課長  委員の皆様から何かご質疑ありますでしょうか。  

 

松井職務代理者  内容的には全然どうこう言うことはないんですけど、２月９日から

変更期間というふうになってるということは、なぜ手続きが遅れるの

かということですよね。しかも家庭の事情で転居というからには、例

えば家を建てるなり変わるなりすることが普通ある程度事前にわか

ってると思うんです。そういう事情だということが、担任の先生なり

に相談があればすぐに、そういう手続きに取りかかって、この方々に

ついても、例えば１月の委員会とかそういうところではすでに出てき

ていると思うんですけど、何か手続きが遅れてしまったのかというと

ころについて少しわかればと思います。  

 

黒川課長  はっきりした事まではわからないんですけれども、このタイミング

になったというのが、このナンバー１の児童については、ちょうど中

学校への入学説明会等が１月の中旬ぐらいに、各中学校でおこなわれ

たりということもありまして、本来でしたら、B 中学校への入学説明

会に行くはずなんですけど、C 中学校に行って、お姉ちゃんがおると

いうことから、この６年生の子が、中学校に上がるタイミングで最終

的に C 中学校を選んだことにより、お姉ちゃんの方も、今２年間友

人関係を築いているということもありまして、継続して、C 中学校へ

通いたいという意思を示したというように聞いております。  

 

正村教育長  転居はもう少し早めにしているんかな。  

 

黒川課長  転居日までは資料がございません。  

 

正村教育長  校長さんにも言ったよね、こういう事例を早めにかけてくださいと

いうことを。以前にも何件か続いてご指摘がありましたよね。  

もうすでに通ってるという話が。急なことは仕方ないけど、住居な

んかは、割と計画的に進められる話なので、とにかく誰か人に追われ

てるから急遽転居したとかいうのは別として、普通の転居なら計画的

なんで、これはこれとして、もう一度校長会の中でこういう手続きは

わかり次第早めにしてもらわないと、事実がさきにあって、事後承認
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は望ましくないということを基本に考えて欲しいということで、子供

の動静というか、親御さんのそういう移動等について、きちんと把握

してもらって、早めに学校の方から手続きをしてもらわないといけな

いんですよっていう指導をするようお願いをしましょう。  

 

黒川課長  

 

いろんなケースがあって、家を建てているから家を建てる期間は認

めますよとかいうような、いろんなケースで出すタイミングがありま

すので、そこらあたりを、校長先生もアンテナ高く早めに聞いていた

だけるようなことをお願いしたいと思います。  

 

正村教育長  月１回の定例教育委員会があるけれども、それがいつかっていうの

はわからないにしても、せめて２箇月前ぐらいには、出しておけば間

違いない話なので、お願いします。  

外にはどうでしょう、よろしいでしょうか。  

 

各委員  （はいの声）  

正村教育長  では、議第８号については承認としてよろしいでしょうか。  

 

各委員  （はいの声）  

正村教育長  それでは、議第８号は承認といたします。  

 

議第９号 新見市スポーツ推進委員の委嘱について  

正村教育長  次に、議第９号の説明をお願いします。  

 

木下課長  それでは議第９号新見市スポーツ推進委員の委嘱について、ご説明

いたします。  

新見市スポーツ推進委員は、本市におけるスポーツの推進のための

事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技指導、

その他スポーツに関する指導及び助言をおこなうことを目的として

委嘱しております。  

現委員におきましては、令和６年３月３１日付けで、２年の任期が

満了となります。  

つきましては、資料の名簿の方々を、令和６年４月１日から令和８

年３月３１日までの２年間、新見市スポーツ推進委員として委嘱をお

こなうものでございます。  

ご審議のほど、よろしくお願いします。  

 

正村教育長  それではちょっと見ていただく時間を取ります。  
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溝尾委員  

 

スポーツ推進委員というのはどういう仕事というか、どんなことを

されているんですか。  

 

木下課長  本市のスポーツ推進のための事業をやっていただくということで、

具体的には各団体でありますとかそういうところから、スポーツ指導

の依頼が定期的に入って参ります。そういったところの要請を受け

て、例えば最近多いのはニュースポーツの指導であったりとか、そう

いった指導に普段は要請に応じて出て、スポーツ指導をおこないま

す。それからあと、スポーツイベントを企画したりとか、そういった

ことを普段は中心にやっています。  

 

正村教育長  例えば病院なんかの職員を対象に企画してもいいんです。  

 

溝尾委員  バレーボールの指導を誰かして欲しいって言ったらこの人たちが

来てくださるんですかね。  

 

木下課長  そうですね。ここの専門種目としてあるんですけど、ちょっとバレ

ーボールが結構多くて、種目的にはちょっと偏りがどうしてもあるん

ですけれども、基本的にはバレーボールの指導にだけということでは

なくて、いろいろ一般的なスポーツを含めて指導ができるような方々

を、一応選任しておりますので、参考に見ていただければと思います。 

 

正村教育長  結構いい指導をしてくださいます。これはもうどこの職場であろう

が、どこの団体であろうが来ていただけるんかな。  

 

木下課長  指導のご依頼をいただければ、調整をして誰かが指導に行くように

なります。  

 

正村教育長  特にニュースポーツなんかが、子供さんから年配の方まで、楽しん

でできるから、あれが割と来ていただいたら喜ばれるかもしれません

ね。学校のＰＴＡ行事とかレクリエーションで簡単に体を動かしたい

と言うと、道具も全部持って来てくださって準備もしてくださって、

指導もしてくださって、学校とかＰＴＡは大助かりです。ぜひ病院の

職員の方で利用してみてください。  

 

溝尾委員  ありがとうございます。  

 

長谷川委員  委員さんは年齢制限とかないんですか。  

 

木下課長  年齢制限っていうのは具体的にはないんですけれど、確かにかなり
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勤続年数に差がありまして、長い方は本当に長く、旧町の合併前の時

代からされていて、本当に高齢までされております。ですので、当然

ある程度の年齢になりますと指導にも影響とか限界があることも考

えられますので、ある程度は新陳代謝じゃないんですけど、新しい方

も入っていただいたり、そういうことも考えていかなければいけない

んですけれども、今現状として本市以外でもですね、スポーツ推進委

員の高齢化っていうのはどうしても課題でもございまして、なかなか

その確保も難しくなってきてるっていうのが現状です。その辺でちょ

っと今こういう状態になっております。  

 

長谷川委員  ちなみにおいくつぐらいなんですが、一番上の方で。  

 

木下課長  ７５ぐらいだったと思います。ただ一般的な同年齢の方よりは動け

る方で、ソフトボールの審判とかもされています。  

 

長谷川委員  スポーツの委員さんなんで、もし何かあってはいけないなと思いま

して。  

 

正村教育長  ２週間前に、上市のセブンイレブンあたりで、ノルディックウォー

クをこのメンバーがされていました。とても７０代には見えませんで

したよ。自分たちでお体を鍛えることをやっておられました。  

外に皆さんの方から、ご質疑ありますでしょうか。  

よろしいでしょうか。  

 

各委員  （はいの声）  

正村教育長  それでは議第９号は承認としてよろしいでしょうか。  

 

各委員  （はいの声）  

正村教育長  それでは、議第９号は承認といたします。  

 

 

７ 閉 会  

正村教育長  ３月定例教育委員会をこれで閉会します。 

 長時間ありがとうございました。 

 

（閉会時刻）  （午後４時４５分） 

 

 

 


